
公     表 

 地方自治法（ 昭和２２年法律第６７号） 第１９９条第５項の規定に基づき随

時監査（ 工事監査） を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次 

のとおり公表する。  

   令和７年２月２８日 

                  岩倉市監査委員 内 藤   充 

                  岩倉市監査委員 伊 藤 隆 信 



工事監査結果報告書

監査対象工事 石仏公園整備工事（ 建築工事）

監査実施日 令和７年１月15日（ 水）

監 査 場 所 岩倉市役所監査委員事務局室及び工事現場

監 査 概 要  この監査は、工事の契約書、設計書、関係法令等に基づき適

正に施工されているかについて、関係書類の検査及び工事現場

の調査を行うとともに、関係職員からの説明を聴取することに

より実施した。

なお、監査にあたっては、専門的知識を必要とする技術面に

おいて、公益社団法人大阪技術振興協会の協力を得て実施した。

この監査は、岩倉市監査基準に準拠している。

文書中の下線部は、 

   部分は、留意事項 

   部分は、今後に向けての提案及び要望である。
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１  工事内容説明者 

調査出席者 

建設部               部長     西 村 忠 寿 

    〃  都市整備課         課長     加 藤   淳 

〃     〃  整備グループ   グループ長  大 德 康 司 

       〃       〃     〃       主任      長 坂 浩 之 

       会計管財課         課長     若 森 豊 子         

    〃  契約管財グループ グループ長  森   吉 正 

              〃     〃      主査     櫻 井 陽 介 

  設計業務監理者 

   株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社 

          管理技術者           松 下 良 映 

工事受注者 

 昭和土建・ 大崎工務店特定建設工事共同企業体 

現場代理人（ 監理技術者）     稲 葉 知 通 

主任技術者           長 屋 秀 男 

２   工事概要 

（ １） 工事場所  岩倉市石仏町地内 

（ ２） 工事内容 

平成22年度に策定した「 第４次岩倉市総合計画」 では、基本目標の一つに「 自然

と調和した安全でうるおいのあるまち」 を掲げ、公園・ 緑地の確保と適正配置に努

めることとしており、市内でも公園数の少ない北部地域に新たな都市公園を確保す

るため、既存の「 石仏スポーツ広場」 とその南側用地で本工事と同時期に石仏公園

整備工事（ 土木工事） が着手している。

石仏公園整備工事（ 土木工事） では公園施設だけではなく 、球場やサッカーグラ

ウンドも整備するため、公園利用者や運動施設利用者が使用できる公衆トイレと更

衣室を併設した管理棟を本工事で新築するもの。

併せて既存の「 石仏スポーツ広場」 内にある既設管理棟も継続して使用するが、

築35年経過しており、クラックや塗装剥離、屋上防水の劣化が進んでいるため、本

工事で改修する。  

（ ３） 工事概要 

・ 敷地面積 26, 724. 32 m2

・ 建築面積 230. 16 m2

・ 床面積  280. 70 m2

・ 延床面積 280. 70 m2

・ 構造規模 木造１階建
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（ ４） 工事受注者 

  昭和土建・ 大崎工務店特定建設工事共同企業体 〔 第１回目 落札〕  

（ 制限付一般競争入札「 総合評価落札方式」  ６者参加、予定価格事前公表、

電子入札) 

（ ５） 設計及び工事監理 

設  計： 株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社 

工事監理： 株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社 

（ ６） 事業費 

設計金額(税込)  283, 393, 000円 

契約金額(税込)  271, 700, 000円（ うち消費税及び地方消費税24, 700, 000円）

落札率 95. 87％ 

（ ７） 工事期間 

令和６年６月11日から令和７年３月28日まで（ 291日間）  

（ ８） 進捗状況 (令和６年12月末日現在）     

計画出来高 56. 1％  実施出来高 29. 0％ （ 計画より 27. 1％遅い）  

・ 新築棟地盤改良工事施工完了 

・ 既設管理棟内外壁塗装中 

変更工程表は、提出されているが（ 協議→工程確認→工期延伸変更） 等のプロセ

スを整えること。

（ ９） 工事監督職員 

   総括監督職員 加藤 淳  （ 建設部都市整備課長）  

主任監督職員 大德 康司（ 建設部都市整備課整備グループ長）   

専任監督職員 長坂 浩之（ 建設部都市整備課整備グループ主任）       

３  調査所見 

３－1 書類関係 

（ １） 金銭的保証制度として、履行保証制度の活用が図られている（ 地方自治法施行令

第167条の16）。契約保証金については、「 岩倉市公共工事請負契約約款」 に基づき

適正である。                                        27, 170, 000円 

 〔 東日本建設業保証株式会社： 契約金額の1/10以上〕  

（ ２）「 岩倉市公共事業に要する経費の前金払取扱要綱」に基づく前払金については、 契

約約款とおりであり適正であった。  

108, 600, 000円 

 〔 東日本建設業保証株式会社： 契約金額の4/10以内〕  
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（ ３） 入札状況について 

     ・ 公告日    ： 令和６年４月15日 

・ 参加申込期間 ： 令和６年４月15日 ～ 令和６年５月13日 

・ 入札受付   ： 令和６年５月14日 ～ 令和６年５月15日 

・ 開封・ 開札日 ： 令和６年５月16日 

本工事は、「 岩倉市一般競争入札実施要領」、「 岩倉市一般競争入札参加資格要件設

定基準」、「 岩倉市総合評価落札方式競争入札実施要綱」、「 岩倉市特定建設工事共同

企業体取扱要領」、「 岩倉市予定価格等公表事務取扱要領」 及び「 岩倉市電子入札実

施要綱」 に基づき、適正に執行されていた。  

見積期間は、「 令和６年４月16日（ 公告翌日） ～令和６年５月15日」（ 30日間）

であり、建設業法第20条第４項、建設業法施行令第６条第１項に規定された必要な

見積期間（ 予定価格が5, 000万円以上の工事については、15日以上） は確保されて

適正であった。  

本工事は、地方自治法第96条第1項第５号及び岩倉市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決（ 令和６年６

月３日） を経て、適正に本契約（ 令和６年６月10日） を締結していた。  

（ ４） 契約関係書類 

工事請負契約書は、岩倉市契約規則に基づき、令和６年６月10日に適正に締結さ

れていた。工事請負契約書には、「 岩倉市公共工事請負契約約款（ 令和６年４月１日

一部改正）」 を添付していた。  

（ ５） 現場代理人、監理技術者及び主任技術者届、施工体制台帳等 

「 現場代理人、監理技術者及び主任技術者届」 は、適正に整備されていた。  

「 施工体系図」、「 施工体制台帳」 は、共に整備されていた。  

施工体系図を作成し、下請負人の技術者資格の写しと共に整理され、見やすく フ

ァイリングされていた。  

（ ６） 監督職員通知 

   建設業法第 19 条の２第２項の規定により工事受注者に書面で通知し適正であっ

た。  

本工事に任命されている監督職員は、「 岩倉市工事監督要領」 に準拠していた。  

（ ７） 建設業退職金共済制度 

平成31年３月22日付け事務連絡で行政課長から、「 建設業退職金共済制度の取扱

いについて（ 通知）」が通知されており、この通知に基づき適正な管理に努めていた。 

受注者は、建設業退職金共済制度※１に加入している。

証紙購入（ 令和６年６月12日） の「 掛金収納書」 を確認した。適正であった。  
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※１ 建設業退職金共済制度は、建設現場で働く労働者の福祉の増進と雇用の安定を図り、もって建

設業の振興に寄与することを目的として「 中小企業退職金共済法」に基づき創設された退職金制度

である。

建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、被共済者

である建設現場で働く労働者の共済手帳に働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、当該労

働者が建設業界で働く ことをやめたときに、機構が直接労働者に退職金を支払うという業界退職金

制度となっている。上記の目的を達成するためには、建設業を営む多くの事業主が本制度に加入す

るとともに、本制度の被共済者である労働者に共済手帳が確実に交付され、共済証紙が適切に貼

付されることが必要である。

（ ８） 工事保険契約 

受注者は、労働災害保険、賠償責任保険等及び建設工事保険等に加入していると

のことである。  

なお、今後工期変更がなされる場合は、保険契約期間を再確認すること。

３－２ 設計・ 積算に関する書類 

（ １） 設計に関する書類 

ア 設計方針 

新築管理棟は公園中央のメインエントランス正面に配置されるため、防犯の観

点から、通路の見通しを良くすることで死角ができないような構成とした。

更にサッカーグラウンド側に更衣室を配置することで視認性も良く し、公園利

用者のみならず運動施設利用者も安心して利用できる施設となるように設計し

ている。

イ 設計について 

設計は、「 株式会社オリエンタルコンサルタンツ中部支社」 が実施していた。  

特記仕様書及び図面等を確認した。適正に作成していた。  

(計画、調査、実施設計に使用した基準、指針) 

№ 図書の名称 著者 発行年月日

１

２

３

４

５

６

７

８

公共建築工事費積算基準 

公共建築工事標準仕様書（ 建築工事編）  

公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編）  

公共建築工事標準仕様書（ 機械設備工事編）  

公共建築改修工事標準仕様書（ 建築工事編）  

公共建築改修工事標準仕様書（ 電気設備工事編）

公共建築改修工事標準仕様書（ 機械設備工事編）

人にやさしい街づく りの推進に関する条例 

愛知県 

一般社団法人 公共建築協会

一般社団法人 公共建築協会

一般社団法人 公共建築協会

一般社団法人 公共建築協会

一般社団法人 公共建築協会

一般社団法人 公共建築協会

愛知県 

令和6年改訂 

令和4年版 

令和4年版 

令和4年版 

令和4年版 

令和4年版 

令和4年版 

令和3年改正 



5 

（ ２） 積算に関する書類 

ア コスト縮減 

木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造についてライフサイクルコスト （ 建設コス

ト ・ 運用コスト ・ 保全コスト ・ 解体処分コスト ） の比較検討を行い、ライフサイ

クルコストの合計が安価な木造を選定した。    

イ 工事積算 

積算基準は、愛知県建設局発行の「 公共建築工事積算単価表」に基づき、また、

市販刊行物の「 建設物価」「 積算資料」「 建築施工単価」「 建築コスト情報」「 土木

コスト情報」 により適正に算出されていた。  

物価資料によらない場合は、３社以上から見積りを徴取し、上下30％の範囲内

の最低見積価格からスライド掛率を反映し本工事採用単価とし、基準通りで適正

であった。  

ウ  参考数量内訳書 

内容的に問題はなく 、適正に作成整備されていた。  

積算体系、単価適用年月（ 令和６年３月） が記載され、根拠が明確であった。

【 単価・ 歩掛がない場合の取扱い】  

原則として、以下の順番をルールとしている。（ 「 建築設計・ 積算参考資料」 愛

知県建設局発行）  

① 公的単価（ 物価資料、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報等）  

② 見積もり（ ３社 最低価格）  

【 数量算出・ 設計書の照査方法】  

① 管理技術者による照査を実施。  

② 工事発注時において、図面、数量、設計書の整合性確認を実施。  

（ 単価、歩掛、積算、設計書作成に使用した基準、指針）  

№ 図書の名称 著者 発行年月日

１

２

３

４

５

６

公共建築工事積算単価表 

建設物価 

積算資料 

建築施工単価 

建築コスト情報 

土木コスト情報 

愛知県 

一般財団法人 建設物価調査会 

一般財団法人 経済調査会 

一般財団法人 経済調査会 

一般財団法人 建設物価調査会 

一般財団法人 建設物価調査会 

令和6年3月

令和6年3月

令和6年4月

令和6年4月

令和6年4月

令和6年4月

３－３ 施工に関する書類 

（ １） 現場代理人、監理技術者、主任技術者 

「 現場代理人、監理技術者、主任技術者届」 は、契約後５日以内に適正に提出さ

せていた。受注者の昭和土建・ 大崎工務店特定建設工事共同企業体の代表者が現場

代理人、監理技術者を選出し、構成員が主任技術者を選出していた。監査当日は、

同席していた。  
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（ ２） 関係諸官庁への届出 

「 特定建設作業届出書（ 岩倉市長）」等必要な手続は的確に実施され、関連書類も

適正に整備・ 保存されていた。  

建築基準法第６条１項の規定により「 確認済証」（ 第R6確認建指228-00005号（ 令

和６年４月19日）） を確認した。適正であった。  

（ ３） 工事カルテ 

工事カルテの作成と（ 一財） 日本建設情報総合センター（ JACI C） のCORI NS（ コ

リンズ・ 工事実績情報システム） 登録は行われており、関連書類は適正に整備・ 保

管されていた。  

（ ４） 施工体系図及び施工体制台帳 

施工体系図及び施工体制台帳は、全建統一様式に基づき適切に提出していた。  

令和６年９月４日から同年11月５日まで４回提出していた。  

下請け業者との契約書の写しが確認できなかったので、添付させるか、提示を受

けること。

【 参考】 施工体制台帳等に関して関係法令に規定されている内容 

〇 施工体制台帳の記載内容と添付書類（ 建設業法施行規則第14条の２）  

〇 公共工事では、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出しなければならない。  

（ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第２項）  

○ 公共工事においては、工事を施工するために下請契約を行った場合には、施工体制台帳を

作成しなければならない。（ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条

第１項で準用する建設業法第24条の８）  

○ 施工体制台帳は、工事中は工事現場に備え置く ことが義務づけられている。（ 建設業法第

24条の８）  

○ 施工体制台帳は、帳簿の添付書類として、工事完了後は５年間（ 発注者と締結した住宅を

新築する建設工事に係るものにあっては10年間）保存することが義務づけられている。（ 建

設業法第40条の３、同法施行規則第26条、第28条）  

「 愛知県土木工事現場必携（ 令和６年４月）」  第６章資料に登載されている「 施工

体制の適正化に向けての現場点検の手引き（ 案）【 第14版】  令和５年４月１日一部改

定」 より 

【 Ｑ： ５－４】 施工体制台帳の添付書類について 

施工体制台帳に添付すべき書類は何か。また、どのようにチェックするのか。 

【 Ａ】  

１  施工体制台帳に添付すべき書類については、建設業法施行規則第14条の２第２項で規定

されている。また、再下請負通知書に添付すべき書類について建設業法施行規則第14条の

４第３項で規定されている。具体的には、以下のとおり。  
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( l )  愛知県と元請業者との契約書の写し  

(2)  下請負契約書の写し 

(3)  主任技術者の資格を証する書面又は監理技術者資格者証の写し 

(4)  主任技術者又は監理技術者の雇用を証する書面  

(5)  監理技術者補佐（ 配置する場合)の資格及び雇用を証する書面 

(6) 専門技術者(配置が必要な場合)の資格及び雇用を証する書面 

(7) 二次以下の下請負がある場合は、再下請負人との契約書の写し

（ 以下略）  

（ ５） 工程管理 

施工計画に実施工程表が作成、提出され整備されていた。実施工程表には出来高

数値（ 曲線グラフ） を書き込みリンクさせ、工程管理は適正であった。  

現在工期は、令和７年３月28日である。  

今後、工期の延長が生じることが見込まれるとのことなので、変更工程（ 協議→

工程表確認→変更契約） の設計変更プロセスを整えること。

（ ６） 履行報告書 

前月までの履行状況を毎月５日までに実施工程表により提出させていた。  

計画出来高と実施出来高は工程表で色分けし、適切に進捗出来高数値を把握して

いた。しかし、令和６年12月末日現在、計画工程より 27％以上の遅れをきたして

いる。適切に対応すること。

（ ７） 施工計画書 

作業手順に従い施工計画を記載し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう適

切に作成していた。  

「 ①総合施工計画書」から「 ⑳外構工事施工計画書」まで20工種を提出していた。

サンプリング監査で全てを確認できていないが、提示された施工計画書を確認し

た。適正であった。  

（ ８） 写真管理 

サンプリング監査で全てを確認できていないが、提示された写真については、適

切に整理されていた。  

（ ９） 工事材料関係の書類 

工事に使用する材料の品質規格に関する資料は、工事受注者から監督職員に提出

され、適正に整備・ 保管されていた。  

使用資材一覧表は、工種ごとに適正に提出していた。  

材料搬入報告書、施工報告書、測定報告書は、現在整理中であった。  

（ 10） 打合せに関する書類 
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関係者協議や打合せは適時に実施されており、関係書類も整備・保管されていた。 

３－４ 建設廃棄物処理に関する書類 

（ １）「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「 資源の有効な利用の促進に関する法律」、

「 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」及び「 愛知県建設副産物リサイ

クルガイドライン実施要綱」 などを遵守した再生資源利用（ 促進） 計画書及び実施

書は適正であった。  

・ 「 建設副産物情報交換システム工事登録証明書」 ： 「 COBRI S※２」 登録 

工事ID-123549976 一般財団法人日本建設情報総合センター 

「 建設副産物情報交換システム-COBRI S-」 登録証を確認した。適正であった。  

◇建設廃棄物処理委託契約書： 契約控えを確認した。  

【 参考】 愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 

（ リサイクル状況の集約への協力）  

第１６条 リサイクル状況の集約を容易にするため、請負者は、再生資源利用実施書及び再生

資源利用促進実施書の内容を COBRI S に登録し、工事登録証明書を作成し、発注者に提出

するものとする。  

２  発注者は、工事登録証明書を受理した時には、チェックリストによりエラーがないことを

システム上で確認することとする。  

３  あいく る材の使用状況を集約するため、請負者は、あいくる材使用状況報告書とあいくる

材使用実績集約表をあいくるのホームページからダウンロードした電子データを用いて作

成し、電子データで提出するものとする。  

（ 以下略）  

※２「 COBRI S」（ Constructi on Byproducts Resource I nformati on i nterchange System）  

・ 工事発注者、排出事業者、処理事業者間の情報交換を行うシステム 

・「 資源の有効な利用の促進に関する法律」（ ラージリサイクル法） 及び「 建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律」（ 建設リサイクル法） により義務づけられている書類の作成

を電算上で行うことによって、記入者の負担の軽減等を図る。 

・ 建設リサイクル法の趣旨を踏まえて、建設廃棄物の計画的な再資源化と再生材の利用を推

進する。 

・ 建設副産物にかかる需給バランスの確保、適正処理の推進、リサイクルの向上が目的。 

（ ２）廃棄物処理計画書の整備、収集運搬業者との契約などは、適正に実施されていた。 

（ ３） 産業廃棄物処理業者との契約書の保管整理は、適切に実施されていた。産業廃棄

物管理票（ マニフェスト ） は工事完了後に整理し、写し及び集計表を提出するとの

ことである。  
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(産業廃棄物、土捨の処理関連の管理) 

№ 項   目 
産 業 廃 棄 物 土 捨 

ｱｽﾌｧﾙﾄがら ｺﾝｸﾘー ﾄがら 建設汚泥 

1 委託契約書 有・ 無 有・ 無 有・ 無 

2 処分業許可証 有・ 無 有・ 無 有・ 無 

3 収集･運搬業許可証 有・ 無 有・ 無 有・ 無 

4 処分地･運搬経路図 有・ 無 有・ 無 有・ 無 

5 マニフェスト管理 有・ 無 有・ 無 有・ 無 

３－５ 安全管理に関する事項 

（ １） 安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図等は整備されていた。  

（ ２）作業員への安全管理は、毎日のツールボックスミーティング及びＫＹ（ 危険予知）

活動記録で周知徹底がなされていた。  

（ ３） 現場分電盤の配電先を表示しておく こと。また、地上配線は、確実に養生してお

く こと。                  【 労働安全衛生規則353条, 338条】 

（ ４） 昇降設備（ 鳥居枠） 飛来落下防止の巾木を設置すること。

【 労働安全衛生規則563条】  

(工事管理記録、安全管理標識掲示： 実施中の項目に□印) 

工事管理記録 安全管理の会議・ 現場での標識掲示 

日報・ 週報・ 月報 

品質管理・ 出来形管理・ 納品管理 

グリーン購入法適合製品の購入 

打合せ簿・ 指示書・ 実施工程管理表

工事写真帳 

朝礼・ 安全会議記録・ 災害防止協議会 

安全パトロール記録 

新規入場者教育 

建設業許可票・ 労災保険成立票 

施工体制体系図・ 緊急連絡体制図 

建設業退職金共済制度適用事業主現場標識

４ 現場施工状況調査における所見 

（ １）工事の品質管理状況は、書面及び現場から判断して特に問題は認められなかった。 

（ ２ ） 掲示物について、建設業許可票の記載項目、労災保険関係、施工体系図、「 監理

技術者」、「 専任」 など、再確認をお願いする。

【 建築工事事務の手引 愛知県建設局（ 令和６年４月） 参考４ 2-5】  
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建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合 

（ 建設業法施行規則第25条、同規則別記様式第29号）  

建 設 業 の 許 可 票 

商号又は名称 

代表者の氏名 

主任技術者の氏名 専任の有無  

 資格名 資格者証交付番号   

一般建設業又は特定建設業の別  

許可番号 国土交通大臣 

    知事 

許可年月日 

記載要領 

1 「 主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「 主任技術者の氏名」

を「 監理技術者の氏名」 とし、その監理技術者の氏名を記載すること。  

2 「 専任の有無」 の欄は、法第26条第3項本文の規定に該当する場合に、「 専任」 と記載し、同項

第1号に該当する場合には、「 非専任（ 情報通技術利用）」と、同項第2号に該当する場合には、「 非

専任（ 監理技術者を補佐する者を配置）」 と記載すること。  

3 「 資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに

該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。  

4 「 資格者証交付番号」の欄は、法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技

術者又は同項第1号若しくは第2号に該当する監理技術者を置く場合に、当該監理技術者が有する

資格者証の交付番号を記載すること。  

5 「 許可を受けた建設業」 の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受け

た建設業を記載すること。  

6 「 国土交通大臣 

知事」  

５  技術調査全般 

工事監査により、書類の検査、工事実施状況を確認した。  

工事現場は、整理・ 整頓がなされ、適切な管理状態であり良好であった。  

各種届出書や施工計画、工事報告書など工事監督職員による施工管理（ 工程内検査、

施工段階確認検査） も適切に実施されていた。  

しかしながら、現場競合作業が余儀なく され、本工事は、工程的に楽観できない。  

よって、各工種の段階ごとに必要な書類の作成や検査等を、プロセスチェックシー

トなどを活用することで遺漏のないように実施し、効率的で適正な管理をされたい。

また、施工場所は公園敷地内であるので、路面清掃を実施する必要がある。特に、

縦

25

㎝

以

上

横35㎝以上

については、不要のものを消すこと。

許可（   ） 第  号

4. 監理技術者の資格者証の番号。監理技術者でない場合は空欄

専任
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雨天時は留意しなければならない。

発注者は、指導的立場により、適切な指示・ 指導を行い、受注者は地域貢献活動な

ど地元とのコミュニケーションを図り、より徹底した施工管理を実践し、第三者災害

のないよう施工中及び工事終了後の安全管理の徹底をすることにより、無事故・ 無災

害での完成をお願いする。  


